
種類

生鮮水産物及びその加工品並び

に規則で定めるその他の食料品

について卸売金額（消費税及び

地方消費税を含まない金額としま

す。以下同じ。）の１００分の５．５

種類

受領金額

22,738

委託手数料受領額（千円） （税抜き）

対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

出
　
荷
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

1/1000～25/1000

奨励金等交付額（千円）

委託手数料受領額及び奨励金等交付額報告書

種類 対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

完
　
納
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

3/1000～4/1000

合計

446 60,046

2,552 646,772

2,998 706,818

11

41

52

横浜市長

横浜丸魚株式会社

横浜市中央卸売市場業務条例第56条第2項の規定により、 月の委託手数料及び奨励金11

等について以下のとおり報告します。

2025年12月22日

2025年



種類

生鮮水産物及びその加工品並び

に規則で定めるその他の食料品

について卸売金額（消費税及び

地方消費税を含まない金額としま

す。以下同じ。）の１００分の５．５

種類

受領金額

22,303

委託手数料受領額（千円） （税抜き）

対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

出
　
荷
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

1/1000～25/1000

奨励金等交付額（千円）

委託手数料受領額及び奨励金等交付額報告書

種類 対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

完
　
納
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

3/1000～4/1000

合計

406 60,848

2,361 599,156

2,767 660,004

10

41

51

横浜市長

横浜丸魚株式会社

横浜市中央卸売市場業務条例第56条第2項の規定により、 月の委託手数料及び奨励金10

等について以下のとおり報告します。

2025年11月20日

2025年



種類

生鮮水産物及びその加工品並び

に規則で定めるその他の食料品

について卸売金額（消費税及び

地方消費税を含まない金額としま

す。以下同じ。）の１００分の５．５

種類

受領金額

21,064

委託手数料受領額（千円） （税抜き）

対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

出
　
荷
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

1/1000～25/1000

奨励金等交付額（千円）

委託手数料受領額及び奨励金等交付額報告書

種類 対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

完
　
納
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

3/1000～4/1000

合計

422 49,996

2,474 620,858

2,896 670,854

12

42

54

横浜市長

横浜丸魚株式会社

横浜市中央卸売市場業務条例第56条第2項の規定により、 月の委託手数料及び奨励金09

等について以下のとおり報告します。

2025年10月20日

2025年



種類

生鮮水産物及びその加工品並び

に規則で定めるその他の食料品

について卸売金額（消費税及び

地方消費税を含まない金額としま

す。以下同じ。）の１００分の５．５

種類

受領金額

19,817

委託手数料受領額（千円） （税抜き）

対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

出
　
荷
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

1/1000～25/1000

奨励金等交付額（千円）

委託手数料受領額及び奨励金等交付額報告書

種類 対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

完
　
納
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

3/1000～4/1000

合計

433 54,268

2,322 585,566

2,754 639,834

14

42

56

横浜市長

横浜丸魚株式会社

横浜市中央卸売市場業務条例第56条第2項の規定により、 月の委託手数料及び奨励金08

等について以下のとおり報告します。

2025年9月22日

2025年



種類

生鮮水産物及びその加工品並び

に規則で定めるその他の食料品

について卸売金額（消費税及び

地方消費税を含まない金額としま

す。以下同じ。）の１００分の５．５

種類

受領金額

18,840

委託手数料受領額（千円） （税抜き）

対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

出
　
荷
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

1/1000～25/1000

奨励金等交付額（千円）

委託手数料受領額及び奨励金等交付額報告書

種類 対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

完
　
納
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

3/1000～4/1000

合計

418 51,810

2,076 558,339

2,495 610,148

14

41

55

横浜市長

横浜丸魚株式会社

横浜市中央卸売市場業務条例第56条第2項の規定により、 月の委託手数料及び奨励金07

等について以下のとおり報告します。

2025年8月21日

2025年



種類

生鮮水産物及びその加工品並び

に規則で定めるその他の食料品

について卸売金額（消費税及び

地方消費税を含まない金額としま

す。以下同じ。）の１００分の５．５

種類

受領金額

19,112

委託手数料受領額（千円） （税抜き）

対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

出
　
荷
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

1/1000～25/1000

奨励金等交付額（千円）

委託手数料受領額及び奨励金等交付額報告書

種類 対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

完
　
納
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

3/1000～4/1000

合計

359 52,205

2,103 522,755

2,462 574,959

12

40

52

横浜市長

横浜丸魚株式会社

横浜市中央卸売市場業務条例第56条第2項の規定により、 月の委託手数料及び奨励金06

等について以下のとおり報告します。

2025年7月22日

2025年



種類

生鮮水産物及びその加工品並び

に規則で定めるその他の食料品

について卸売金額（消費税及び

地方消費税を含まない金額としま

す。以下同じ。）の１００分の５．５

種類

受領金額

21,913

委託手数料受領額（千円） （税抜き）

対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

出
　
荷
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

1/1000～25/1000

奨励金等交付額（千円）

委託手数料受領額及び奨励金等交付額報告書

種類 対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

完
　
納
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

3/1000～4/1000

合計

397 84,141

2,254 565,090

2,651 649,231

13

40

53

横浜市長

横浜丸魚株式会社

横浜市中央卸売市場業務条例第56条第2項の規定により、 月の委託手数料及び奨励金05

等について以下のとおり報告します。

2025年6月20日

2025年



種類

生鮮水産物及びその加工品並び

に規則で定めるその他の食料品

について卸売金額（消費税及び

地方消費税を含まない金額としま

す。以下同じ。）の１００分の５．５

種類

受領金額

23,031

委託手数料受領額（千円） （税抜き）

対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

出
　
荷
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

1/1000～25/1000

奨励金等交付額（千円）

委託手数料受領額及び奨励金等交付額報告書

種類 対象品目 交付率 交付金額 交付金額に対応
する卸売金額

支出先
の　数

備　考

完
　
納
　
奨
　
励
　
金

水産物

加工品

その他の食料
品及び飲料

3/1000～4/1000

合計

414 66,004

2,264 587,014

2,678 653,018

14

42

56

横浜市長

横浜丸魚株式会社

横浜市中央卸売市場業務条例第56条第2項の規定により、 月の委託手数料及び奨励金04

等について以下のとおり報告します。

2025年5月20日

2025年


